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一部変更 平成30年９月 札幌市都市局建築指導部 

平成30年４月より、建築確認における未処理用地の取扱いが変わりました 

従前、未処理用地（道路法第18条第１項の道路区域のうち、道路管理者が権原を有しない土地のこと。

以下同じ。）は、将来、市道となる予定の土地として、建築基準法第42条第１項第１号の道路として取

り扱うことをお願いして参りました。今後は、取扱いの一部を、以下のとおり変更します。 

＜ 未処理用地の今後の取扱い ＞ 

「取扱１」又は「取扱２」のいずれかとする。 

 取扱１  

建築基準法第42条第１項第１号の道路（従前の取扱に同じ） 

 取扱２  

表１の条件に該当する未処理用地を含む土地において、建築計画が、表２

の要件を満たし、かつ、表３に例示する課題やリスクを受け入れる場合（建

築確認申請の時点で、承諾したものとみなす。）は、敷地として利用できる。 

この場合、建築基準法第42条第１項第１号の道路は、道路区域から敷地と

して利用する未処理用地を除外した部分となる。 

【表１ 敷地に利用できる未処理用地の条件】 

・建築主が、未処理用地を敷地として利用する権原を有すること。 

・道路管理者（建設局総務部道路認定課）が、未処理用地を道路として供用開始（道路法第 18

条第２項）する権利等がないこと（道路認定課との事前協議が必要です）。 

【表３ 未処理用地を敷地として利用した場合の課題やリスクの例】 

・将来、未処理用地を、敷地として利用する権原を有しなくなった（第三者への譲渡など）結果、

敷地面積が減少した際に、建築物及びその敷地が建築基準法の規定に適合しなくなった場合は、

違反建築物となる可能性があること。 

・現在、未処理用地が公衆用道路として利用され、固定資産税及び都市計画税が非課税となって

いる場合、その利用実態に応じて、税額が変わる可能性があること。 

参考 

土地Ｂ（右図）のように、前面道路の反対側の道路境界線側に未処理用地が

存在する場合は、「取扱１」（従前の取扱に同じ）により、未処理用地を含めた

道路区域をもって、建築基準法第42条第１項第１号の道路とみなす。 

未処理用地を含む道路区域を前面道路とする建築計画を立案する場合の手続きは、裏面をご覧ください。 

お問い合わせ 札幌市都市局建築指導部建築確認課道路確認係    

所在 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所２階南側 ２番窓口 

電話 011-211-2864                                             

さっぽろ市
02-M03-18-1842 

30-2-1171 



未処理用地を含む道路区域を前面道路とする 

建築計画を立案する場合の手続き 

１  「建築基準法の道路に関する窓口」（札幌市役所２階 建築指導部２番窓口）にて、道路を確認

し、建築計画の敷地の前面道路に未処理用地があることを確認。 

未処理用地を含む場合 

２ 「取扱２」の適用を予定する場合は、未処理用地の区域及びその所有権など敷地として利用する

権原並びに建築計画を確認するため、次の資料を持参し、「建築基準法の道路に関する窓口」にお

越しください。 

※ 道路管理者（建設局総務部道路認定課）が、未処理用地を道路として供用開始（道路法第18 

条第２項）する権利等の有無を確認するため、道路認定課（札幌市役所６階）をご案内します。 

なお、位置の特定が難しい等の理由から、電話によるお問い合わせは対応しておりません。あ 

らかじめご了承ください。 

＜資料＞ ※ 窓口来庁日において、現に登記されている事項を証明するものに限る

・未処理用地を含む土地に係る全部事項証明書 ※ 

・建築主が、未処理用地を敷地として利用する権原を有することを証する書類

・土地に係る地図（不動産登記法14条地図）又は地図に準ずる図面（公図）※

・「取扱２」を適用した建築計画（配置図など）の概要を示す資料 

３  ２の協議の結果、「取扱２」を適用して建築計画を立案することとなった場合は、建築確認申請

（法第６条第１項）に先立って、次の資料を持参し、「建築基準法の道路に関する窓口」に、提出

してください。 

＜資料＞ ※ 窓口来庁日において、現に登記されている事項を証明するものに限る

・未処理用地を含む土地に係る全部事項証明書 ※

・建築主が、未処理用地を敷地として利用する権原を有することを証する書類 

・未処理用地を含む土地に係る地図（不動産登記法14条地図）又は地図に準ずる図面（公図）※

・建築計画を示す図面等の資料 

４ 「取扱２」を適用した建築計画により、建築確認申請（法第６条第１項）する場合（指定確認検

査機関に申請する場合も同じ）は、申請図書に、以下の書類を添付してください。 


